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（１） 地方公会計制度導入の目的 

 市町村などの地方公共団体の予算、決算、会計制度は、地方自治法等の法令により、そ

の調製方法や処理方法が規定されています。これらは、民間企業で採用されている「発生

主義会計」に対して、「現金主義会計」と呼ばれ、現金の収入と支出の記録に重点を置いた

ものとなっています。 

 しかし、現金主義会計だけでは、地方公共団体の資産や債務の実態をつかみにくいこと

から、発生主義的な考え方を取り入れた決算資料の作成が求められていました。 

 国においては、平成 18年 6月に成立した「行政改革推進法」を契機に、地方の資産・債

務改革の一環としての「新地方公会計制度の整備」が位置付けられました。これにより「新

地方公会計制度研究会報告書（平成 18年 5月総務省）」で示された「基準モデル」又は「総

務省方式改訂モデル」を活用して、地方公共団体単体及び関連団体等も含む連結ベースで

の 4つの財務書類を整備することとなりました。苫小牧市では平成 22年度決算は総務省方

式改訂モデルにより、平成 23年度決算からは基準モデルにより財務書類を作成してきまし

た。 

 現在では、多くの地方公共団体が財務書類を作成しておりますが、複数の作成モデルが

存在することにより、団体間の比較が困難であるなどの課題があったことから、平成 27年

1月に総務省より「統一的な基準による地方公会計について」要請があり、全国の地方公共

団体は平成 27 年度から平成 29 年度までの 3 年間で「統一的な基準」に基づいた財務書類

を作成することとなりました。 

苫小牧市は平成 27年度決算から統一的な基準により財務書類を作成しています。 

 

 

 

 

  

財務書類 4表作成にあたって Ⅰ 

財務書類の必要性      1 
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（２） 官庁会計と地方公会計制度の違い 

 地方公共団体の会計は、単式簿記・現金主義によるもので、「現金」という 1つの科目の

収支のみを記録するものですが、一方、地方公会計制度による財務書類では、現金の収支

に関わらず、1つの取引について、それを原因と結果の両方からとらえ、二面的に記録する

ことにより、資産の動きや行政サービスの提供に必要なコストを把握することができるこ

とになります。 

 

（３） 民間の企業会計と地方公会計の違い 

 地方公会計制度は、民間企業の会計手法を取り入れたものですが、地方公共団体とはそ

もそもの目的が異なります。民間企業の目的は利益獲得であるため、例えば損益計算書は、

対応する収益とコストを差し引いて適切に期間損益を計算し、企業経営に資することを目

的としています。 

 これに対し、地方公共団体は利益の獲得を目的としませんので、経常収支に臨時損失を

加え臨時利益を差引いて表される純行政コストは、利益の概念ではなく、地方税や地方交

付税などの一般財源や資産の売却などで賄うべきコストを示すことになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 －5－ 

 

 

 

（１） 対象とする会計の範囲 

 苫小牧市の財政は、一つの財布の中でやり繰りしているのではなく、幾つかの財布に分

けてやり繰りをしています。そして、それぞれの財布を「会計」と呼んでいます。市で行

う事業の中には、別に財布を設けて出し入れをした方が合理的なものがあり、これを「○

○特別会計」や「○○事業会計」と呼んで一般会計と分けています。 

 また、苫小牧港管理組合に関しては、北海道と共に規約に基づく経費負担を行っている

ことから一部事務組合として連結会計の対象となります。 

 苫小牧市の財政の全体像を示すには、これらの特別会計や一部事務組合も含めなければ

なりません。 

 財務書類 4 表をそれぞれ一般会計等、全体会計、連結会計と区分けし、全体会計とは、

一般会計等と特別会計を合わせたもので、連結会計とは、全体会計と一部事務組合等を合

わせたものとなります。 

 

■対象とする会計の範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 作成基準日 

 作成基準日は、会計年度の最終日である令和 5年 3月 31日としました。ただし、出納整

理期間における取引は、3月 31日までに処理したものとしています。 

 

 

 
 

財務書類の作成条件      2 

特別会計 

一般会計等 …一般会計 

※一般会計と公営事業会計以外の特別会計からなる会計区分 

…国民健康保険事業特別会計、介護保険事業特別会計、後期

高齢者医療特別会計、水道事業会計、下水道事業会計、市

立病院事業会計、公設地方卸売市場事業会計 

一部事務組合等 …苫小牧港管理組合 <以下全道組織>  後期高齢者医療広域連

合、備荒資金組合 

全体会計 

連結会計 
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（１） 貸借対照表（バランスシート：ＢＳ） 

 年度末に保有する①資産、②負債、③純資産を表示したものです。 

①  資産 

学校、公園、道路など将来の世代に引き継ぐ社会資本や投資、基金など将来現金化

することが可能な財産 

② 負債 

市債や退職給付引当金など将来の世代の負担となるもの 

③ 純資産 

過去の世代や国・道が負担した将来返済しなくてよい財産 

 

■貸借対照表（ＢＳ）の概略図 

 

借方（かりかた） 貸方（かしかた） 

資  産 
 

土地、建物 
貸付金 

  現金、基金 等 

負債（将来負担） 
地方債、債務負担行為額 

退職給付引当金等 

 純資産（これまでの世代負担） 
国庫支出金､道支出金 

一般財源等 

 

「資産」＝「負債」＋「純資産」 
借方と貸方が均衡（バランス）します 

 

■地方公共団体が貸借対照表を作成する意義 

① 資産、負債などのストック状況を示すことができます。 

② 資産の形成と税金など（一般財源、国・道からの補助金など）の投入の関係を明らか 

にできます。 

③ これまでの世代の負担と将来世代の負担の関係を明らかにできます。 

④ 次のような近い将来の大量な資金需要に対する備えの必要性を明らかにできます。 

  イ）借金（地方債）償還のための資金 

  ロ）道路などのインフラ資産、建物設備の更新・大規模修繕のための資金 

  ハ）職員の退職手当支給のための資金 

 

 

 

  

財務書類４表の種類      3 
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（２） 行政コスト計算書（ＰＬ） 

 行政コスト計算書は、1 年間の行政運営コストのうち、福祉サービスやごみの収集にか

かる経費など、資産形成につながらない行政コストを「人件費」、「物件費等」、「その他の

業務費用」、「移転費用」などに区分して表示したものです。 

 行政コスト計算書は、民間の企業会計でいう損益計算書にあたるものです。ただし、公

会計でいう行政コスト計算書は、損益を見ることが目的ではなく、行政サービスのコスト

（原価）計算に重点が置かれています。 

 例えば、歳入歳出決算書では、資産形成にかかる支出も単年度の行政サービスにかかる

支出も、すべてその年度の歳入歳出を対象として収支を計算します。 

 一方で、地方公会計制度では、普通建設事業費や地方債償還費は資産の増加や減少であ

り、費用の発生ではないので、行政コスト計算書には計上されません。また、歳入歳出決

算書では計上されない減価償却費や退職給付費用等は、地方公会計制度では、費用の発生

として行政コスト計算書に計上されます。 

① 人件費 

職員給与や議員報酬、退職給付費用（当該年度に退職手当引当金として新たに繰り

入れた額）など 

② 物件費等 

備品や消耗品、施設等の維持補修に係る経費や減価償却費（社会資本の経年劣化等

に伴う減少額）など 

③ その他の業務費用 

   市債の償還利子、委託料や使用料、手数料、広告料など 

④ 移転費用 

補助金等、社会保障給付費、他会計への支出額など 
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（３） 純資産変動計算書（ＮＷ） 

 純資産（過去の世代や国・道が負担した将来返済しなくてよい財産）が年度中にどのよ

うに増減したかを表示したものです。 

 純資産変動計算書では、資産形成にあたり、これまでの世代が負担してきた部分を示す

貸借対照表の純資産の部の 1年間の増減がわかります。 

（イ）財源 

  ① 税収等 

      財源として調達した税収等の額 

② 国県等補助金 

       財源として調達した国道補助金等の額 

（ロ）固定資産等の変動（内部変動） 

  有形固定資産等の増減及び貸付金・基金等の増減 

（ハ）資産評価差額 

  有価証券等の評価差額 

（ニ）無償所管換等 

  会計間の財産の無償所管換に伴い生じた差額 
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（４） 資金収支計算書（キャッシュ・フロー計算書：ＣＦ） 

 1年間の資金の増減を「業務活動収支」､「投資活動収支」､「財務活動収支」に区分し残

高を表示したもので､どのような活動に資金が必要であったかを表示したものです｡ 

 民間企業において作成されるキャッシュ・フロー計算書の「営業活動」の部分が「業務

活動収支」となっています。 

① 業務活動収支 

行政サービスを行う中で、毎年度継続的に収入、支出されるもの 

② 投資活動収支 

道路、公園、学校などの主に資産形成にかかる支出や貸付金などの収入、支出など 

③ 財務活動収支 

市債の借入、償還など 

 

■財務書類４表の相関図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●純資産変動計算書は、バランスシートの自己資金といえる、純資産の明細書です。 

●行政コスト計算書は、純資産変動計算書における純行政コストの明細書になっています。 

 

 

 

 

●貸借対照表（ＢＳ） ●行政コスト計算書（ＰＬ） 

●資金収支計算書（ＣＦ） ●純資産変動計算書（ＮＷ） 

資産 

 

･･････ 

現金預金 

･･････ 

 

 

負債 

純資産 

経常費用－経常収益 

 ＋臨時損失－臨時利益 

＝ 純行政コスト 

期首純資産残高 
－ 

純行政コスト 
＋ 

一般財源、補助金等受入 
± 

資産評価替え等 
＝ 

期末純資産残高 

 

収入 
－ 
支出 
＝ 

資金増減額 
＋ 

期首資金残高 

＋ 

期末歳計外現金残高 
＝ 

期末現金預金残高 
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（１） 一般会計等 
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（２） 全体会計 
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（3） 貸借対照表から分かること（一般会計等） 

 苫小牧市では、これまでに 2,525億 5,816万円の資産を形成してきました。 

そのうち、純資産である 1,557 億 1,370 万円（61.7％）については、過去の世代や国・道

の負担で既に支払いが済んでおり、負債である 968 億 4,446 万円（38.3％）については、

将来の世代が負担していくことになります。 

また、これらを市民 1人当たりに換算すると、資産が 151万円、負債が 58万円、純資

産が 93万円になります。 

 

■貸借対照表の主な項目の説明 

【資産の部】 

   

【負債の部】 

 

 

 

（１）流動資産 

  ① 現金預金 

年度末の現金及び預金の残高を計上しています。この残高は、資金収支計算書の

本年度末現金預金残高と一致しています。 

  ② 未収金 

年度末の未収金（調定済で収入未済の収益及び財源）残高を計上しています。 

  ③ 基金 

     年度末の基金残高を計上しています。 

（２）固定資産 

  ① 事業用資産 

庁舎や学校など売却可能な資産を計上しています。 

  ② インフラ資産等 

道路や公園など将来売却できない資産を計上しています。 

 

（１）流動負債 

① １年内償還予定地方債 

市債のうち、1年以内の償還予定額を計上しています｡ 

② 預り金 

職員給与に関わる源泉所得税や共済掛金などを計上しています｡ 

（２）固定負債 

① 地方債 

市債残高のうち、翌々年度以降の償還予定額を計上しています｡ 

② 退職手当引当金 

期末時点で必要となる支給総額を計上しています。 
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【純資産の部】 

純資産 

「資産－負債」を計上しています。 

 

■ 令和４年度苫小牧市一般会計等貸借対照表の概略 

 

借方（かりかた） 貸方（かしかた） 

資産 2,526億円(151万円) 

（100％） 

負債 969億円(58万円) 

（将来負担 38.3％） 

純資産 1,557億円(93万円) 

（これまでの世代負担 61.7％） 

※( )内は、市民 1人当たりの金額 

(人口：令和 5年 3月 31日現在住民基本台帳人口 167,503人) 

 

純資産は、民間企業でいえば自己資本にあたります。純資産の割合が高ければ、現役世

代を含む住民が負担した税収や国や道からの補助金等で現在の資産の多くを形成したこと

になります。 

 総資産に占める純資産の割合が低ければ（負債の割合が高ければ）、将来世代に負担を先

送りすることになり、高ければ現役世代の負担が重いことになるため、バランスが重要で

す。 
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（１） 一般会計等 

 

 

行政コスト計算書（ＰＬ）      2 
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（２） 全体会計 
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（3） 行政コスト計算書から分かること（一般会計等） 

令和４年度の経常費用は 769 億 5,756 万円で、行政サービス利用に対する対価として市

民が負担する使用料、手数料、分担金及び負担金などの経常収益は 31億 5,631万円となっ

ています。 

経常収支に臨時損失を加え臨時利益を差引いて表される純行政コストの 746 億 467 万円

は、市税や地方交付税などの一般財源や国・道補助金などで賄っています。 

 

■行政コスト計算書の主な項目の説明 

【経常費用】 

１. 業務費用 

（１）人件費 

① 職員給与費 

職員等を雇用することによって発生する給与費などを計上しています。 

② 賞与等引当金繰入額 

翌年度支給される期末・勤勉手当のうち、当年度に負担すべき額を計上してい

ます。 

③ 退職手当引当金繰入額 

職員等の退職に係るコストのうち当年度に負担すべき額を計上しています。 

（２）物件費等 

① 物件費 

消耗品費を計上しています。 

② 維持補修費 

   施設等の維持補修にかかる経費を計上しています。 

③ 減価償却費 

学校などの固定資産の取得価格を耐用年数で除した金額を計上しています。減

価償却の開始は取得した年度の翌年度からとなります。 

（３）その他の業務費用 

  ① 支払利息 

     市債利子支払額などを計上しています。 

② 徴収不能引当金繰入額 

     徴収不能となるおそれがある金銭債権を計上しています。 

２．移転費用 

（１）補助金等 

    各種補助金や地方公営事業会計以外の会計に対する繰出金を計上しています。 

（２）社会保障給付 

    生活保護法、児童福祉法等に基づく扶助費などを計上しています。 

（３）他会計への繰出等 

地方公営事業会計に対する負担金や補助金などを計上しています。 
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【経常収益】 

１．経常収益 

（１）使用料及び手数料 

行政サービス等に対する対価として負担した使用料や手数料などを計上してい

ます。 

（２）その他 

   上記以外の収益を計上しています。 

 

  

【臨時損失】 

１．臨時損失 

（１）災害復旧事業費 

災害復旧事業に要した経費を計上しています。 

（２）資産除売却損 

   資産を処分した際に発生した損失を計上しています。 

 

  

【臨時利益】 

１．臨時利益 

（１）資産除売却益 

   資産を処分した際に発生した利益を計上しています。 
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（１） 一般会計等 

 

 

（２） 全体会計 

 

純資産変動計算書（ＮＷ）      3 
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（3） 純資産変動計算書から分かること（一般会計等） 

令和４年度の当期末残高は 1,557 億 1,371 万円で、公共事業等による資産の増があった

ものの、土地売却や減価償却費により、当期変動額は 10億 4,116万円減少したこととなっ

ています。 

 

■純資産変動計算書の主な項目の説明 

（１）財源 

① 税収等 

財源として調達した税収等を計上しています。 

② 国県等補助金 

財源として調達した国道補助金等を計上しています。 

（２）無償所管換等 

  会計間の財産の無償所管換に伴い生じた差額を計上しています。 
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（１） 一般会計等 
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（２） 全体会計 
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（3） 資金収支計算書から分かること（一般会計等） 

業務活動収支については、47億 7,880万円のプラス、投資活動収支については、道路等

の交通インフラや日新市営住宅などの公共施設等の整備に伴い、24億 8,109万円のマイナ

スとなっております。 

財務活動収支については、公共施設等の整備に伴い発行した地方債の増を地方債の償還

額が上回ったことにより、27億 7,410万円のマイナスとなっています。 

基礎的財政収支（プライマリーバランス）は、市債の発行額や償還等の影響を除いた財

政収支で 39億 909万円のプラスとなっております。 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

  ※前年度末資金残高も収支不足分に対して充てられています。 

 

■資金収支計算書の主な項目の説明 

 

 

 

 

投資活動収支 

投資活動収入 

53 億 5,147 万円 支出 

78 億 3,256 万円 収支不足 

△24 億 8,109 万円 

業務活動収支 

業務活動収入 

740 億 3,643 万円 

 

支出 

692 億 5,764 万円 

収支余剰 

47 億 7,879 万円 

財務活動収支 

財務活動収入 

45 億 6,174 万円 支出 

73 億 3,584 万円 収支不足 

△27 億 7,410 万円 

基礎的財政収支（プライマリーバランス） 

数値がプラスであれば、現在の行政サービスにかかる費用が将来の世代に先送りする 

ことなく、単年度の税収などで賄われていることを示しています。 

１. 業務活動収支 

行政の経常的活動に伴い継続的に発生する資金収支を計上しています。 

２. 投資活動収支 

公共資産の整備や貸付金などに伴い発生する資金収支を計上しています。 

３. 財務活動収支 

市債の償還などに伴い発生する資金収支を計上しています。 
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（１） 貸借対照表の見方 
 

貸借対照表は、財政状況を表しています。 

左半分（借方）は、保有する資産を表し、右半分（貸方）は、その調達財源を表していま

す。右半分はさらに「負債」と「純資産」とに分かれ、「負債」は将来世代の負担額（先送

り額）を表し、「純資産」は、過去の世代がすでに負担した額を表しています。 

                

（２） 財務指標分析 
 

  下記の項目について分析を行いました。 

 

 

 

 

 
(人口：令和 5年 3月 31日現在住民基本台帳人口 167,503人) 

 

① 純資産比率 

   

総資産に占める純資産の割合を示します。純資産は「正味価値」であり、市民の持分比

率を表します。 

民間企業では財務能力の判断のために最も重視される指標です。（自己資本比率） 

 

純資産比率＝純資産／総資産×１００ 
 

純資産は過去の世代による負担の蓄積であり、負債は将来世代への負担の先送りとなり

ます。よって、純資産の割合が高ければ高いほど、将来世代への先送りが少ないことにな

ります。 

苫小牧市では、一般会計等で 61.7％、全体会計で 48.3％となっています。 

  

② 市民1人当たりの資産 

  

市民 1人当たりの資産＝総資産／人口 
 

純資産比率が高くても、社会資本の整備が遅れているならば、それは 1つの選択であっ

ても市民にとって利便的な市とはいえません。 

 一方、社会資本の整備が進んでいても、前述の純資産比率が低ければ当然その負担を将

令和４年度 苫小牧市の財務分析 Ⅲ 

貸借対照表分析      1 

① 純資産比率 

② 市民 1人当たりの資産 

③ 市民 1人当たりの地方債残高 
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来世代へ先送りしていることとなります。 

よって、市民 1人当たりの資産、純資産比率ともに高い水準であることが理想となりま

す。 

市民 1 人当たりの資産は、一般会計等で 151 万円、全体会計で 224 万円となっていま

す。 

 

③ 市民1人当たりの地方債残高 

  

市民１人当たりの地方債残高＝地方債残高／人口 
 

市民 1人当たりの地方債残高は、一般会計等で 53万円、全体会計で 84万円となってい

ます。 


